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【使用している略称】
IPD： Initial Professional Development（初期専門能力開発） CPD：Continuing Professional Development（継続研さん）
GA：Graduate Attribute（卒業生としての知識・能力） PC：Professional Competency（専門職としての知識・能力）

通算で７年（総監は10年）を超える実務経験
実
務
開
始

第一次試験免除

合
格

第
二
次
試
験

優秀な指導者による監督の下での実務経験
(４年(総監は７年))

登録 技術士補 指導者の下での実務経験
(４年(総監は７年))

IPD事業（令和8年度3月に修習技術者を対象にスモールスタート）
高等教育機関を卒業した若手技術者や修習技術者が、技術的実務に就いてから

技術士資格を獲得するまでの期間において、GAを強化しPCを取得するために行う活動を、
社会全体で支援する仕組み

合
格
・
登
録

CPD事業
技術士が技術士法で規定されている資質向上の責務を
果たすため、社会ニーズの変化に的確に対応できるような
最新の知識・技術を身につけるべく行う継続的自己研さん

CPD

認
定
技
術
士

⑤資格の活用促進
国際的通用性の確保

・技術士の資格の活用促進・普及拡大を実施
・国際的通用性確保の問題点の明確化

④総合技術監理部門の位置付けの
明確化
国内外における総監の位置づけを明確にする。

③技術士補制度の見直し及び
技術士第一次試験の適正化の検討

・IPD事業の進捗を踏まえて、指導技術士の部門制限を撤廃を検討
・専門科目を「系」に分類する等の大括り化する考え方

第13期技術士分科会の技術士制度改革における継続的検討事項
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程
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受
験

①受験手数料及び登録手数料見直し
令和８年施行の手数料改正に伴い、技術士会で以下の取組を実施。
①受験者・登録者の利便性向上
技術士試験・登録手続きのオンライン化、試験地の増加 等
②受験者数の増加方策
R7文科省委託調査→受験者数の増加に資する広報活動の抜本的強化
③レジリエントな体制確保
セキュリティ対策、自然災害等への対応に資する予備費

A
PEC

エ
ン
ジ
ニ
ア
等

②技術士の人材育成に当たっての一貫した整合性のあるシステムの検討
・IPDシステムの本格化、IPDから資格取得、資格取得後のCPD及び資格活用 ・IPD支援者について総監の役割も勘案して整理
・IPD事業と第二次試験受験要件（実務経験等）の関係をIPDインセンティブ付与を考慮して整理 ・指導技術士の部門制限を撤廃
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検討事項 今期の進捗

１．受験手数料及び登録手数料見直し
実費勘案分（物価上昇への対応）のみならず、以下の要素も考慮。
・ 利便性の抜本的向上（手続きのオンライン化、試験地の増加）
・ 受験者数の増加方策（受験者数の増加に資する広報活動の抜本的強化）
・ レジリエントな体制（サイバーセキュリティ対策、災害への備え）の確保

 受験手数料及び登録手数料については、技術士法施行令を改正し、令
和８年から改定（令和７年10月公布、令和８年１月施行）。

 令和８年度技術士第一次試験の試験地を５か所増加して利便性を
向上。

２．技術士の人材育成に当たっての一貫した整合性のあるシステムの検討（IPD
システムの本格化、IPDから資格取得、資格取得後のCPD及び資格活用を含む）
・ システムの本格化
・ 技術士補制度について、第11期IPD作業部会においては、IPDでの履修による
専門科目の補完は可能であると考え、指導技術士の部門制限を撤廃するべきで
あるとの結論に至っており、第12期におけるIPD制度の整備・充実に向けた検討
と併せて、同制度の見直しに向けて継続して審議

 日本技術士会は、令和８年３月25日に、修習技術者を対象に、IPD
事業をスモールスタート。

 文部科学省において、IPD活動の利用対象側（技術者を有する企業、
公共機関、高等教育機関等）とIPD活動提供側（学協会、教育提供
企業等）に対するヒアリングを行い、今後のIPD事業やCPD事業に資す
る調査を検討。

３．技術士補制度の見直し及び技術士第一次試験の適正化の検討
・ 平成15年の部門見直し（原子力・放射線部門の新設等）の後、第8期にお
いて専門科目を「系」に分類する等の大括り化する考え方が示されているところ

・ 第13期におけるIPD制度の実質化に向けた検討と併せて、指導技術士の部門
制限の撤廃及び、それに連動する専門科目の大括り化の是非について継続して
審議

 IPD事業の状況を踏まえて検討予定

４．総合技術監理部門の位置付けの明確化
・ 総合技術監理部門（総監）は日本独自の技術部門であり、海外の資格との
関係性・国内外における位置付けの明確化が必要

・ 技術士会にて実施した総合技術監理部門に関するアンケート結果や、国際的
同等性の観点を十分に考慮しつつ、総監に係る現状把握と課題の分析を進め、
継続して審議

 検討中

５．その他、留意すべき事項
・ 国内外の社会情勢変化や、他の科学技術・イノベーション政策の動向のほか、
技術士資格の国際的な実質的同等性の確保について留意

・ 技術士資格の活用促進・普及拡大に向けた活動を13期も継続的に実施。その
際、技術士制度の社会的な認知度向上のみならず、技術士の人材育成に当
たっての一貫した整合性のあるシステムに十分に配慮

 2025年６月の国際エンジニア連合（IEA）総会で技術士制度の国際
的同等性がレビューされた結果、６年間の継続認定。

 技術士の資格活用促進及び制度普及拡大方策検討に資する技術士
資格の認知度及び活用事例に関する調査を実施。

 令和８年度高等学校（情報）教員資格認定試験において、令和８
年度より、平成31年度以降の情報工学部門及び総合技術監理部門
（情報工学）の技術士第二次試験合格者を受験資格に追加。

IPD：Initial Professional Development（初期専門能力開発）
CPD： Continuing Professional Development（継続研さん）

第13期技術士分科会の技術士制度改革における継続的検討事項の進捗



第13期技術士分科会においていただいた主なご意見
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○ 技術士第二次試験の対受験者合格率が減少しており、試験の見直しが必要ではないか。

○ 技術士資格を取得するインセンティブの確立や資格取得の入口を下げる等の工夫が必要で
はないか。

○ 技術部門によって同インセンティブは異なり、企業や世の中が求めている技術と技術部門
の関係を考えてはどうか。

○ 氏名の変更に関し、登録手数料を減額あるいは無料にできないか。

○ ＩＰＤ事業において、ＧＡ（の更新への対応）は修習技術者だけでなく技術士資格取得後
も（ＣＰＤとして）継続して強化すべき、様々な精神をガイドラインにおいて書くべきで
はないか。技術者倫理のＩＰＤ時間は少ないと思われるので検討していただきたい。修習
技術者を支援することもＣＰＤの単位としていることなどと連携し、ＩＰＤ支援者の位置
づけを検討してはどうか。

※ GA（Graduate Attributes）：学生が学士課程を修了する際に獲得すべき能力・資質

○ ＩＰＤ事業において、技術士又は技術士を取ろうとする者が具体的にどのようなプログラ
ムを受けるとよいかわかるよう、環境整備を進めていただきたい。

本日特にご議論いただきたい点

○ 第１３期技術士分科会以降の技術士制度改革における継続的検討事項について

○ 技術士の認知度向上及び活用促進について

○ 最近の技術士第二次試験の合格率低下を踏まえ、技術士の認知度向上及び活用促進を図
る観点から、継続的に技術士が確保できるような試験内容の在り方について



①受験者・登録者の利便性向上
技術士試験・登録手続きのオンライン化
・受験申込申請から成績通知書発行まで、技術士・技術士補登録申請か
ら登録証発行まで、登録事項変更・再交付申請をそれぞれオンライン化
・記述式答案採点のオンライン化（第二次試験（記述式））
・受験手数料・登録手数料振込のオンライン化
試験地の増加
・受験申込者数が多い県に試験地を設置

※ 今後、以下の項目をはじめとする技術士試験・登録システムのフルデジタル化を検討予定
・受験手数料・登録手数料振込のオンライン化 ・技術士一次試験及び技術士二次試験（選択肢）に関するCBT導入
・技術士二次試験（筆記）のオンライン化（試験・採点を含む） ・技術士二次試験（口頭）のオンライン化 ・マイナンバーシステムへの連携 等

※ CPD(Continuing Professional Development：継続研さん）の充実、および、IPD(Initial Professional Development：初期専門能力開発）の導入促進については、技術士制度改革の推進に必要不
可欠な要素であることから、手数料の見直しとは別に具体的な検討を進める。

今回の受験手数料及び登録手数料の見直しにより、物価上昇への対応に加え、受験者・登録者に裨益する改革を推進。

受験者数の増加に資する広報活動の抜本的強化
・試験ポスターの作成・郵送
・広報動画の作成・公開

②受験者数の増加方策

③レジリエントな体制確保

④実費勘案分（物価上昇への対応）

・試験関連電子データの維持・管理（セキュリティ対策）
・災害への備え（自然災害等への対応に資する予備費）

・過去数ヵ年の実績を踏まえた増額

改定前 改定後
（①＋②＋③＋④）

技術士第一次試験 11,000円 13,000円

技術士第二次試験 14,000円 20,500円

登録証訂正及び再交付 6,500円 8,100円

登録手数料 6,500円 8,100円

１次 ： －
２次 ： ＋4,400円
登録料： ＋ 400円

１次 ：  ＋700円
２次 ：  ＋700円
登録料： ＋400円

１次 ： ＋1,000円
２次 ： ＋1,200円
登録料： ＋   800円

１次 ：  ＋300円
２次 ：  ＋100円
登録料： －

（参考）受験手数料及び登録手数料見直し
受験手数料及び登録等手数料については、これまで約30年間増額していなかったが、物価や人件費
の上昇等に対応するとともに、技術士試験受験者及び技術士登録者のニーズを踏まえた利便性の抜本
的向上を推進するため、技術士法施行令を改正し、令和８年から改定した。
改定手数料の金額については、各項目の内容を精査した結果、以下のとおり。 
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→ 令和８年度技術士第一次試験の試験地を５か所※追加
※岩手県、静岡県、兵庫県、愛媛県、鹿児島県



合格者の平均年齢は41～43歳で横ばいで
あるが、ピークが高齢側に移るとともに若年層
の合格者が増加し、平準化してきている。

（参考）技術士第二次試験の受験者と合格者の年齢分布
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受験者の平均年齢は41～43歳で横ばいで
あるが、ピークが高齢側に移るとともに若年層
の受験者が増加し、二極化してきている。



（参考）技術士試験の合格率推移（全部門）
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合格率低下傾向
近年は低合格率が継続

第一次試験及び第二次試験ともに合格率は減少傾向であり、特に第二次試験は低合格率（11％前後）が継続している。

（人）

（人）

年度 H25 Ｈ26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

合格率 37.1% 61.2% 50.6% 49.0% 48.8% 37.8% 51.4% 43.7% 31.3% 42.2% 39.7% 37.4% 33.8%

年度 H25 Ｈ26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

合格率 16.4% 15.1% 14.7% 14.6% 13.3% 9.1% 11.6% 11.9% 11.6% 11.7% 11.8% 10.4% 11.4%

合格率低下傾向



（参考）技術士試験の合格率推移（各部門①）
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（参考）技術士試験の合格率推移（各部門②）
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（参考）技術士試験の合格率推移（各部門③）
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（参考）技術士試験の合格率推移（各部門④）
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（参考）高等学校（情報）教員資格認定試験の受験資格への対応
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令和８年度高等学校（情報）教員資格認定試験において、技術士試験（情報工学部門又は総合
技術監理部門（情報工学））に合格した者※を追加。
※ ただし、平成31年度以降に実施された技術士第二次試験に合格した者に限る

令和８年度 高等学校（情報）教員資格認定試験 受験案内（抜粋）

令和８年度高等学校（情報）教員資格認定試験の日程

〇第１次試験 令和８年５月１０日（日）
〇第２次試験 令和８年９月 ６日（日）
〇合格者の発表 令和８年９月２５日（金）



(１)昭和32年 技術士法制定

(２)昭和58年 全面改正

(３)平成12年 大幅改正

・予備試験及び本試験を実施、本試験合格者が技術士の資格を有する
・本試験受験資格は、予備試験合格又は免除事項（大学等の理科系統の課程を卒業した者他）
該当に加え7年超の業務経験

若手優秀人材の技術士への参入促進、高学歴化進行による予備試験免除者増加に対応

・国際相互承認に対応するための規定整備
・JABEE認定課程卒業生の第一次試験免除
・第二次試験受験資格中に第一次試験合格（免除）者を要件として各々に追加
・第二次試験受験資格に優秀な指導者による監督の下で4年超の業務経験※を追加
・技術士の資質向上及び公益確保の責務を新設

・予備試験廃止、試験種別を第一次試験及び第二次試験（旧本試験）に変更
・技術士補制度創設（一次試験合格者は技術士補に登録可）
・第二次試験受験資格から、学歴制限を外し、技術士補として4年超又は7年超の業務経験※

・指定試験機関・指定登録機関制度導入

国際的な整合性の確保、若手優秀人材の技術士への参入促進
良質の技術士の一層の育成、技術士の公益確保の責務等の必要性の高まりへの対応

※業務経験期間は文科省令に委任

（参考）これまでの技術士法の改正の経緯
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